
食品衛生関係行政処分取扱要領について（新旧対照表） 

新 旧 

食品衛生関係行政処分取扱要領について 

 

 

 

    平成 13年３月 30日生衛第 819号 

一部改正 平成 17年３月 31日生衛第 1043号 

一部改正 平成 18年５月 29日生衛第 183号 

一部改正 平成 20年３月 31日生衛第 898号 

一部改正 平成 22年３月 30日生衛第 817号 

一部改正 平成 27年４月 20日食衛第 62号 

一部改正 平成 29年４月 25日生衛第 74号 

一部改正 令和２年６月１日生衛第 1419号 

一部改正 令和３年６月１日生衛第 1797号 

一部改正 令和６年５月２日生衛第 1149号 

一部改正 令和６年５月 31日生衛第 1311号 

 

本文（略） 

 

 

別添１ 

 

食品衛生関係行政処分取扱要領 

 

１ 目的 

この要領は、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号、以下「法」という。）

及び神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例（昭和 34 年７月７日神奈川県条例第

26号）に基づく営業許可の取消、営業の禁止若しくは停止等必要な処分（以

下、「行政処分」という。）の取扱について定めることを目的とする。 

 

２～４（略） 

 

 

 

 

食品衛生関係行政処分取扱要領について 

 

 

 

    平成 13年３月 30日生衛第 819号 

一部改正 平成 17年３月 31日生衛第 1043号 

一部改正 平成 18年５月 29日生衛第 183号 

一部改正 平成 20年３月 31日生衛第 898号 

一部改正 平成 22年３月 30日生衛第 817号 

一部改正 平成 27年４月 20日食衛第 62号 

一部改正 平成 29年４月 25日生衛第 74号 

一部改正 令和２年６月１日生衛第 1419号 

一部改正 令和３年６月１日生衛第 1797号 

一部改正 令和６年５月２日生衛第 1149号 

 

 

本文（略） 

 

 

別添１ 

 

食品衛生関係行政処分取扱要領 

 

１ 目的 

この要領は、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号、以下「法」という。）、

神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例（昭和 34年７月７日神奈川県条例第 26号）

及び魚介類行商等に関する条例（昭和 41 年 10 月７日神奈川県条例第 42 号）

に基づく営業許可の取消、営業の禁止若しくは停止等必要な処分（以下、「行

政処分」という。）の取扱について定めることを目的とする。 

２～４（略） 

 

 

 

 



 別表（略） 

 

違反事項 
違反内容又は

条文内容 
適用条文 行政処分等 

ふ
ぐ
取
扱
い
及
び
販
売
条
例 

第４条 

第２号 

免許 第 20条 １ 免許の取消 

 

第６条 

第１号 

絶対的欠格事

由 

第 20条 １ 免許の取消 

 

第 10条 （略） 第 21条 １・２（略） 

第 11条 （略） 第 21条 １～３（略） 

第 12条 （略） 第 21条 １～３（略） 

第 13条 （略） 第 21条 １～３（略） 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

第 14条 

 

遵守事項 第 21条 １～３（略） 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

 （削除） 

 

別添２（略） 

 

 別表（略） 

 

違反事項 
違反内容又は

条文内容 
適用条文 行政処分等 

ふ
ぐ
取
扱
い
及
び
販
売
条
例 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

第６条 

第１号 

絶対的欠格事

由 

第 22条 

の３ 

１ 免許の取消 

 

第 10条 （略） 第 23条 １・２（略） 

第 11条 （略） 第 23条 １～３（略） 

第 12条 （略） 第 23条 １～３（略） 

第 13条 （略） 第 23条 １～３（略） 

第 17条 ふぐ加工製品

の取扱いに係

る禁止事項 

第 23条 １ 業務の停止（改善され

るまでの間）又は認証の

取消 

２ 危害の防止、除去に必

要な措置 

第 18条 

 

遵守事項 第 23条 １～３（略） 

魚介類行商等

に関する条例

第 11条（※） 

許可の条件又

は遵守事項に

違反した場合

の必要な指示 

第 12条 １ 営業の停止（指示が守

られる時までの期間）又

は許可の取消 

（※）令和６年５月 31日まで適用するものとする。 

 

別添２（略） 

 

 

 


